
第７期介護保険事業計画　自立支援・介護予防・重度化防止の「取組と目標」に対する自己評価（令和元年度実績分） 資料３－別紙１

区分 現状と課題
第７期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

実施内容 自己評価結果 課題の解決に向けた質の評価 課題と対応策

自立支援・介護
予防・重度化防
止

【現状】
○板橋区内のひとり暮らし高齢者世帯
の割合は増加傾向にあり、平成27年の
国勢調査によると、板橋区は12.5％であ
る。全国平均の割合（11.1％）と比較して
も高い数値となっている。
○平成29年度の板橋区の「介護保険
ニーズ調査　調査結果報告書」による
と、ひとり暮らし高齢者の割合が元気高
齢者では23.9％であるのに対し、要支援
高齢者では40.8％と際立っている。

【課題】
○高齢者の孤立や閉じこもりを防ぐた
め、地域包括支援センターや地域社会と
の繋がりを作り、高齢者を地域で見守る
体制を整える。
特に身近に親族のいないひとり暮らし高
齢者や高齢世帯に留意する。

高齢者見守りキーホルダーの普及

※見守りキーホルダー
　区に緊急連絡先や医療情報を登録し
てもらい、登録番号を記したキーホル
ダーを配付する。
　外出先で突然倒れたときなどに、登録
番号により身元を確認し、緊急連絡先に
つなげることができる。

高齢者見守りキーホルダー
              　  H30・R1・R２
配付個数　　各年度2,000個

※平成28年10月から事業開始
※死亡・転居等を除く

高齢者見守りキーホルダー
 
配付個数
　（R1）2,517個（R2.2末時点）
　（H30）2,576個
※総個数：12,423個
　（R2.2末時点、死亡・転出等除く）

自己評価結果【○】

数値目標を達成した。
また、キーホルダーを登録・所持してい
たことで安否確認につながったケースも
複数あった。

見守りキーホルダーは65歳以上の方で
あれば登録可能であり、高齢者が利用
しやすいサービスである。地域包括支援
センターではキーホルダーをきっかけと
してその他の様々な見守りサービスに繋
げているが、サービス利用に繋がらない
ケースに対しては定期的な見守り訪問を
行うことで対応している。利用につながら
ないケースには今後も継続して上記のよ
うなゆるやかな見守りを行うよう周知す
ることを内部で確認した。
また、キーホルダーを所持していたこと
で警察への通報から安否確認に繋がる
ケースが複数ある。しかし、未だ通報事
例の少ない地域包括支援センターもあ
ることから、通報があった際の適切な対
応ができるよう定期的に周知を行うこと
も確認した。

＜課題＞
現在、区内在住の高齢者の数（131,967
人・R2.3.1現在・外国人含む）に対する
キーホルダー所持者の割合は9.4％であ
る。数値目標は達成したが、今後のひと
り暮らし高齢者世帯の増加を考慮し、更
なる登録率の向上を図る必要がある。

＜対応策＞
○民生委員による訪問調査や地域包括
支援センターによる出前講座等、様々な
機会をとらえて普及活動を引き続き行っ
ていく。また、キーホルダーだけでなく、
緊急通報システムや高齢者電話訪問等
の周知も同時に行い、見守り体制の拡
充にも努める。
○板橋区版AIP広報紙「住ま居る」第7号
（令和2年2月発行）に見守りキーホル
ダー紹介記事を掲載した。
○地域包括支援センターや民生委員に
見守りキーホルダーのサンプル配布を
検討中。

自立支援・介護
予防・重度化防
止

【現状】
○板橋区のひとり暮らし高齢者世帯の
割合は増加傾向にあり、平成27年の全
国平均の割合（11.1％）と比較しても高く
なっている。
○要支援高齢者のひとり暮らし高齢者
の割合が、40.8％と際立っている。

【課題】
○ひとり暮らし高齢者の中では、閉じこ
もり傾向になり、社会参加する機会が少
なくなってしまう人がいる。

生活支援体制整備事業の実施

※生活支援体制整備事業
　地域包括ケアシステムの５つの要素
（住まい・医療・介護・予防・生活支援）の
うち、「予防」「生活支援」に地域で取り組
む体制を整備する事業。
　地域の多様な主体（町会・自治会・民
生委員等）がメンバーとなり、現在取り組
んでいることなどをみんなで話し合う協
議体を日常生活圏域ごとに配置して助
け合い・支え合いを広げる仕組みづくり
を推進している。

○全ての日常生活圏域（18地域）に協議
体と生活支援コーディネーターの設置・
配置を目指す。

【協議体】
　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1） （Ｒ2）
　地域数　　5　　　—　　　—
　(累計）　　18　　 －　　 －
※Ｈ30までに全ての日常生活圏域（18地
域）に協議体の設置を完了する。

○協議体の継続支援

【協議体】
　既に全地域で設置済み

【生活支援コーディネーター】
　新規1地域に配置

【継続支援】
協議体同士の連携を図るために、連絡
会や研修会等を開催した
・第2層協議体研修会
・第2層協議体フォローアップ研修
・SC×リハ職合同大会
・第2層協議体ブロック連絡会

自己評価結果【◯】

◯第2層協議体に向けた、研修会や連
絡会を多く開催することができた。
また、専門職と交流できる機会を設け
て、第2層協議体が専門職とのつながり
を持つことができた。
◯第2層生活支援コーディネーターにつ
いては、新たに1地域に配置できた。残り
は、30年度に第2層協議体が立ち上がっ
た地域のみになった。

◯第2層協議体の活動をとおして、既存
にある老人クラブやサロン等の支え合い
活動を地域に対して紹介し、高齢者の社
会参加を促進している。（広報誌等の配
布）
◯第2層生活支援コーディネーターの配
置は、協議体の互選によって決めている
ため、配置するときに説明等のサポート
を行う。
◯第2層連絡会は、報告発表や情報交
換の時間を長くするためにブロックごと
（4ブロック）の開催にした。

〈課題〉
第2層協議体の認知度が低いため、周
知活動を強化する必要がある。

〈対応策〉
◯広報紙などを発行して、第2層協議体
の周知を続ける。
◯地域の方たちが交流できるイベントな
どを開催する際に、協議体の周知を行
う。

自立支援・介護
予防・重度化防
止

【現状】
○ひとり暮らし高齢者が増加傾向にあ
り、特に要支援者の40.8％がひとり暮ら
し高齢者である。

【課題】
○社会福祉協議会は、孤立や閉じこもり
を防ぐため、だれもが気軽に立ち寄れる
地域の集いの場として「福祉の森サロ
ン」の活動を支援しているが、心身機能
の低下によりサロン活動へ参加できない
高齢者も出てきている。

○サロン活動に、生活機能低下に関す
る知識や運動を加え、介護予防の取組
み強化を図る。

介護予防プラス出前講座の実施

※福祉の森サロンの活動に転倒予防、
腰痛予防及び認知症予防などの介護予
防活動をプラスすることを目的とした出
前講座のこと。

第7期計画中に、50サロンへ出前講座を
実施。

○出前講座実施サロン数
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　サロン数　　←---50サロン---→
　
○事業対象者
　　　　　　　　　（Ｈ30）  （Ｒ1） （Ｒ2）
　参加延人数 　320人 260人 210人

○令和元年度　25サロン、494人参加
(累計実績：令和元年末で50サロン、
1000人参加）

○実施講座内容
・膝痛予防
・転倒予防
・10の筋トレ
・腰痛予防
・認知症予防
・立ち上がり
・お口の健康

自己評価結果【○】
第７期の2年目で、目標(実施グループ
数、延参加者数）が達成できた。
また、参加者のアンケート結果は大変良
いが7割強であった。

○事業を通じて、リハビリテーション専門
職と福祉の森サロンとの顔の見える関
係づくりに着手できた。

○令和元年度介護予防プラス出前講座
アンケート結果（N=322)
5段階評価で、「大変良かった」71％、「良
かった」27％、「普通」2％と、大変好評
で、運動やレクレーションなど、サロン活
動で実施されている。

【課題】
福祉の森サロン数は増えているため、実
施していない高齢者対象サロンへ実施
する必要がある。

【対応策】
更に多くのサロンに対して実施できるよ
うに、実施しているサロンと実施していな
いサロンの活動の差（事業の効果）や、
事業の周知方法など、社会福祉協議会
と協議検討する。

第７期介護保険事業計画に記載の内容 令和元年度（年度末実績）
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自立支援・介護
予防・重度化防
止

【現状】
○平成29年1月スタート。地域住民が自
主的・自発的に通所サービスを実施する
団体等に対し、要支援者・事業対象者の
受入れ実績に応じた補助金等による支
援を行っている。

【課題】
○地域住民が主体となって実施する介
護予防活動の取組みを推進する必要が
ある。サービス供給量の増加と、プログ
ラムの質の担保が必要。

住民主体の通所サービスの拡充

○団体数
　　　　　（Ｈ30）（R１）（R２）
　団体数　　5　　　 5　　　5
　(累計）　　22　 　27　　32
　
○実施数
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　　  各年度600回
　
○事業対象者
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　参加実人数 　  各年度200人
　
○事業対象者（延人数）
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　参加延人数 　  各年度5,200人
　
○延参加者人数（全体数）
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　参加延人数 　 各年度7,700人

（実績）

○団体数　２１
　
○実施数　1,200回
　
○事業対象者　130人
　
○事業対象者（延人数）　6,300人
　
○延参加者人数（全体数）　12,501人

自己評価結果【〇】
概ね達成できた。

団体数は達成できなかったが、その他の
目標は達成している。
説明会など周知活動で、登録団体の増
加に努める一方、プログラム充実の目的
で専門職の派遣を行うなど、活動の支援
を行う。地域包括支援センターと共に支
援を行うことで、地域に根差した活動と
なっている。介護予防ケアマネジメントの
充実により、事業対象者の他、要支援者
の利用も広がってきている。

＜課題＞
住民主体の通所型サービスを実施しよう
とする団体が、その活動内容を充実させ
るための支援が必要である。介護予防
スペースを利用している団体もあり、活
動場所についての支援方法の検討が必
要である。

＜対応策＞
専門職を派遣する等により、プログラム
内容の充実を目指す他、今後は、団体
同士の交流、情報交換を促進の目的
で、相互に見学できるようにし、全体の
質の向上も図る。

自立支援・介護
予防・重度化防
止

【現状】
○高齢化の進展による在宅療養のニー
ズが高まっている。

【課題】
○在宅療養に移行する、又は現在、在
宅療養を行っている患者・家族等からの
相談に対し、患者及び家族に適した医
療、介護等のサービスを受けられるよ
う、最寄りの医療及び介護資源の紹介
や連携確保等の支援を行う必要があ
る。

○看取りや医療的ケアの対応など多岐
にわたる相談がある中で相談窓口のみ
で対応し切れないことは多々出てくるの
で、関連施設との連携を密にする必要が
ある。

在宅医療・介護連携に関する相談支援
療養相談室等による、医療と介護が連
携した地域における包括的かつ継続的
な在宅医療を提供する。

療養相談室での相談受付による在宅療
養支援、研修・会議への参加、関係事業
所への機能調査、在宅医療推進協議会
での実績報告と課題を共有する。

相談件数：391件

自己評価結果【〇】
概ね達成できた。

在宅療養支援の相談窓口として、研修
等への参加、関係機関への機能調査、
アウトリーチ等による顔の見える関係づ
くりにより相談対応力の向上を図ってき
た。

相談件数については、平成30年度に440
件と一旦回復傾向になったが、今年度
は391件に留まっている。

相談件数に関して、前年に届かなかった
が、在宅療養のニーズの高まりにより、
医療機関での入退院支援等の相談窓口
が充実してきていることも一因となってい
ると考えている。実際、医療機関からの
相談は全体の約3割となっている。

＜課題＞
相談件数の上昇、多職種の連携の確
保、財源の確保

＜対応策＞
広報・ホームページへの掲載、他課での
事業等も含めてチラシ配架の機会があ
れば、活用していく。
協議会や研修の場の活用、アウトリーチ
等による情報収集により多職種間の連
携を確保していく。

自立支援・介護
予防・重度化防
止

【現状】
〇認知症高齢者の数が急速に増加する
一方で、多くの高齢者が住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを続けることがで
きるよう望んでいる。

【課題】
〇在宅での生活をサポートするため、地
域において医療・介護関係者が連携し
て、包括的かつ継続的な在宅医療と介
護の提供が必要である。

〇認知症の疑いがある方に対し、早期
把握及び適時・適切な支援を行う必要が
ある。

もの忘れ相談の開催

※もの忘れ相談
　認知症の疑いのある方に対して、もの
忘れ相談医による「もの忘れ相談」を行
い、認知症の方や家族を支援する事業

もの忘れ相談を年54回実施する。

　　　　　　　（Ｈ30）　（Ｒ1）　（Ｒ2）
　実施回数　54回　 56回  　57回

もの忘れ相談を年56回実施した。

自己評価結果【〇】
数値目標を達成した。
また、実施会場を12か所から15か所に
増やした。

相談者の利便性を考慮し、会場を増やし
て実施した結果、相談が増え、迅速な支
援につながった。

＜課題＞
相談により必要な支援（医療機関紹介や
かかりつけ医への連携、相談機関の紹
介、予防事業の紹介等）を実施してい
る。切れ目ない支援の実施のためには
紹介先への連携が確実にできているか
確認する必要がある。

＜対応策＞
適切なタイミングでモニタリングを実施
し、切れ目なく支援が継続しているかを
確認する。
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自立支援・介護
予防・重度化防
止

【現状】
○従来の二次予防事業のうち、通所型
の介護予防事業を本事業に移行し、総
合事業の多様なサービスの一つとして
位置づけた。要介護状態になることの予
防と自立した日常生活の支援を目的に、
生活機能を改善するプログラムを保健・
医療の専門職が集中的に実施してい
る。

【課題】
○多くの高齢者が住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを続けることができるよう
望んでおり、在宅での生活をサポートす
るため、参加者の利便性や効率を考え
ながら、介護予防を推進していくことが
必要である。

短期集中通所型サービスの実施

○生活機能向上支援事業
・運動器機能向上プログラム
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　　   各年度92回
　延利用人数　　  各年度1,260人
・栄養・口腔機能改善プログラム
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　　　 各年度50回
　延利用人数　  　各年度750人
・口腔機能向上プログラム
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　   　各年度25回
　延利用人数    　各年度375人
・運動・栄養・口腔機能複合プログラム
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　　　 各年度50回
　延利用人数　　  各年度750人
○閉じこもり・認知症予防支援事業
・脳も体も！いきいきコース
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　　　 各年度60回
　延利用人数　　  各年度900人
・あたまとからだの元気教室
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　　　各年度390回
　延利用人数　　 各年度4,280人
○会食サロン事業
　　　　　　　　　（Ｈ30） （Ｒ1） （Ｒ2）
　回数　　　　　　　各年度237回
　延利用人数　　 各年度4,482人

（実績）
○生活機能向上支援事業
・運動器機能向上プログラム
　　89回　773人
・栄養・口腔機能改善プログラム
　　48回　281人
・口腔機能向上プログラム
　　25回　118人
・運動・栄養・口腔機能複合プログラム
　　50回　226人
○閉じこもり・認知症予防支援事業
・脳も体も！いきいきコース
　　57回　431人
・あたまとからだの元気教室
　　353回　2421人
○会食サロン事業
　　187回　1511人

自己評価結果【〇】
概ね達成できた。
事業対象者の他、要支援者の利用が増
加した。

介護予防把握事業の変更等もあり目標
値より利用人数は減ったが、事業対象
者に合った通所型サービス事業（短期集
中）につなげている。
今後も地域包括支援センターの協力を
得て目標達成を目指す。

＜課題＞
事業の実施会場の確保。
短期集中通所型サービス事業のさらな
る周知が必要。

＜対応策＞
事業実施会場の一つである介護予防ス
ペースに代わる会場の確保について、
関係各署で調整を行っている。
各おとしより相談センターでの相談体制
への支援。区における介護予防事業の
内容の紹介を研修で取り入れて実施し
た。
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第７期介護保険事業計画 介護給付適正化の「取組と目標」に対する自己評価（令和元年度実績分） 資料３－別紙２

区分 取組内容 現状と課題
第７期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

実施内容 自己評価結果 課題の解決に向けた質の評価 課題と対応策

○合議体長会において、業務分析データを
提示し、東京都と板橋区との判定の傾向の
違いを把握した。また、各合議体に審査会
当日に業務分析データを配付し、区の判定
傾向を説明した。
○審査会室に審査判定手順の確認のため
に、「審査判定手順」や「認定の有効期限」
等の資料を机上に配置した。
○同一事例を用いた模擬審査を3事例行
い、審査における議論の内容や他の審査
会における判定根拠の確認、共有を行っ
た。
○審査員との情報共有を目的として、審査
会通信を発行し、認定に係る日数等をグラ
フで示し、平準化の意識づけを行った。

○認定調査員現任研修の実施:年２回。
（新型コロナウィルス感染拡大予防のため
事業中止が２回あり。）①過去２年以上現
任研修に参加していない事業所で調査項
目の不備が多い事業所、②過去２年以上
現任研修に参加していない事業所は、通知
内容をそれぞれ工夫して参加勧奨を実施し
た(①は当初4事業所→年度末3事業所、②
は当初53事業所→年度末39事業所)。
○研修では、講義のみにならぬよう、受講
者同士の実技演習や℮ラーニングの設問を
取り入れ、記憶に残り、反復できる研修とな
るよう充実を図った。
○℮ラーニングの普及を促すため、各研修
の都度受講勧奨した(当初 21事業所　73名
→　現在　39事業所　119名)。
○適正な認定調査に資するため、ケアマネ
ジャーに替わって区職員の認定調査(原則
ケアマネ同行)を44件実施した(対前年度比
約5％増)。

給付適正化

「ケアプラン点検」

介護支援専門員が作成した居宅介護
サービス計画・介護予防サービス計画
の記載内容について、事業所からの資
料提出等により、区職員とケアマネ
ジャーで協力してケアプランの点検を
行うことで、自立支援に資するマネジ
メントの向上を目指す。

【現状】
東京都のガイドライン（保険者と介護支援
専門員が共に行うケアマネジメントの質の
向上ガイドライン）を活用したケアプラン点
検及び実地指導時に板橋区で作成した自
己点検シートを活用し、実施をしている。

【課題】
東京都のガイドラインを活用したケアプラン
点検は、研修の受講をはじめとしたガイドラ
インの理解が必要となる。また、事例提出
者の事前提出資料の作成や会場の確保、
参加者の日程調整など準備作業も多く、点
検回数を増やしていくことに対する支障と
なっている。

東京都のガイドライン及び板橋区で作成し
た自己点検シートを活用したケアプラン点
検を引き続き実施していく。加えて、頻回の
訪問介護を位置づけたプランについて
チェックシートを活用したケアプラン点検も
実施していく。
事例提出者や点検協力者等の参加者の負
担軽減のため、事前提出資料を必要最小
限にする、時間短縮をする等検討していく。

事業所の指定期間（６年間）内に１回のケ
アプラン点検を実施する。

○ケアプラン点検実施状況
　対象事業所　148か所
　（休止8か所を除く）
　実施事業所　24か所
　（実地指導時19か所、ガイドライン1か所、
区への届出4か所）
　※新型コロナウイルスの影響により実施
できなかった事業所　3か所

○実施率（実施÷対象）
　＝16.22％
　（目標:16.44％）
　※対象事業所数は平成31年3月1日時点

自己評価結果【○】

目標をわずかに下回っているが、新型コロ
ナウイルスの影響がなかった場合に実施で
きた３か所の事業所を合わせると目標に達
しているため。（予定実施率18.24%)

自己点検シートを活用した実地指導時のケ
アプラン点検をしたり、頻回の訪問介護を
位置づけたプランについてチェックシートを
活用したケアプラン点検をしたりすること
で、新型コロナウイルスの影響はあったも
のの、概ね昨年度と同数の事業所につい
てケアプラン点検をすることができた。

＜課題＞
新型コロナウイルスの影響により実施でき
ていない事業所への対応。

＜対応策＞
新型コロナウイルスの感染状況を把握しな
がら、事業所の置かれている状況も考慮
し、目標件数を確実に実施できるよう実施
計画を見直す。

給付適正化

「住宅改修等の点検」

介護保険制度の趣旨及び生活実態にそ
ぐわない不適切又は不要な住宅改修及
び福祉用具の給付を点検し、給付の事
前に排除することで、適正な給付の実
現を目指す。

【現状】
ケアマネジャーや事業者などの理解促進
のため、毎年度1回の研修を実施している。

【課題】
書類審査にあたり、利用者の病状や症状
から必要な工事及び介護用品を判断する
には、専門知識が必要となり、知識の習得
が大きな課題となっている。

不適切又は不要な住宅改修及び福祉用具
購入費の給付を事前に排除できるよう、こ
れまでと同様に、利用者の病状や症状を考
慮した住宅改修又は福祉用具購入となって
いるか、他の類似した案件と比較し著しく高
額でないかを書類審査にて確認し、必要に
応じて事業者を指導していく。

専門的な知識を持って書類審査を行える職
員を増やす。

○年間を通して、職員が住宅改修及び福
祉用具購入を担当する機会を増やした。具
体的には、1年に一度の担当替えを半期毎
にしたことで、住宅改修等の事務に携わる
職員が増え、組織として住宅改修及び福祉
用具の知識を広めることに繋がった。

○現在、担当係には理学療法士資格者が
おり、専門的な視点から住宅改修等の点検
を行うことができている。担当係内で専門
的な知識の共有を図りながら習得に努めて
いる。

自己評価結果【△】

○住宅改修の事後申請審査を行える職員
は増えているが、事前申請については、今
年度は増やすことができなかった。また、勉
強会を開けなかったので、事前担当も事後
担当も成熟度が乏しい状態である。

○福祉用具貸与については審査を行える
職員を増やすことができていない。

今年度については、住宅改修等の点検を
行える職員が増えていたので、勉強会や研
修参加などで知識を共有する取り組みを行
うべきだった。
事例の共有や勉強会など、知識を深める
仕組み作りを今後していかなければ、書類
審査の質が低下してしまう可能性がある。

＜課題＞
現在、事前申請等を点検する専門的な知
識を持った職員が少ないため、習得計画を
作成する必要がある。

＜対応策＞
月１回の学習会や事例の共有、マニュアル
の作成等を計画的に遂行していく。

R１年度（年度末実績）

「要介護認定の適正化」
　
要介護認定が、調査員や認定審査委員の
質や経験値、居住地域（自治体）等によっ
て判定に差の出ることのないよう、調査員
や認定審査委員への研修の実施、区の傾
向や他自治体との比較など業務分析デー
タ、課題などの共有を図ることで、判定の平
準化を図る。

【現状】
平成28年度後半から、国から提供される業
務分析データを活用し、より効果的に認定
調査員現任研修を実施している。また、合
議体間の審査判定結果のばらつきを小さく
するために業務分析データの結果を各合
議体に提示するとともに、合議体長会にお
いても、要介護認定の適正化を取り上げ、
認定審査委員間の考え方の平準化に努め
ている。

【課題】
認定調査においては現任研修を実施して、
調査内容の精度の向上に努めているが、
調査項目の選択についてはさらなる平準化
に努めていく必要がある。また、認定審査
についての平準化は浸透しつつあるが、現
段階でも審査判定結果に多少のばらつき
が出ることがあるため、認定調査と同様
に、さらなる平準化に努めていく必要があ
る。

業務分析データを活用した認定調査員現
任研修や、各合議体への業務分析データ
結果の提示など、これまでの取組みを本計
画期間も継続しつつ、より効果的な改善策
について検討していく。

調査項目の選択及び合議体間の審査判定
結果について、東京都平均と比較すること
で現状を把握し、ばらつきが生じている場
合は、そのばらつきを解消し、東京都平均
と同等の水準になるよう努める。

自己評価結果【○】

○前年に引き続き、各合議体へ業務分析
データを配付し、また、審査会室に審査手
順を示した資料の配置を行い平準化に努
めた。さらに、同一事例を用いた模擬事例
の実施や審査会通信の発行など新たな取
組により、平準化を意識した審査の実施に
寄与した。

○現任研修への参加勧奨や℮ラーニングの
受講勧奨等を通じて平準化を進めること
で、認定調査の正しい定義や解釈の普及
に努め、認定調査の適正化をさらに推進し
た。

○継続して平準化に取り組んできたことに
より、審査委員に平準化の考えが浸透し、
軽度化変更率は国や都の平均に近づいて
きた。また、業務分析データの提示や模擬
事例の実施により、ばらつきが生じている
ことを再認識してもらい、さらなる平準化へ
の意識醸成を行うことができた。

○認定調査員現任研修の中で、業務分析
データを活用したテーマの選定及び定義に
沿った判断基準のもと、間違いやすい項目
に対し実技演習を取り入れ、公正な調査項
目の選択の定着化を推進した。現任研修
で認定調査員向け℮ラーニングを科目に追
加したり、ケアマネ同行調査を拡大したこと
で、認定調査の平準化に向けた認定調査
員の質の向上に努めた。

<課題①>
平準化を意識した審査が継続して行えるよ
う、個々の審査会への働きをどのように行
うかが課題である。
<対応策①>
引き続き業務分析データの提示を含めた
平準化に向けた取り組みを複合的に行うと
ともに、機会があるごとに、平準化について
の説明等を行い、平準化を意識した審査に
努める。

<課題②>
認定調査員現任研修等での勧奨を工夫し
たことがどの程度平準化を高めているの
か、また業務分析データを活用した研修内
容が反映するためにどの程度の期間を要
するのかを把握することが難しい。
<対応策②>
認定調査員現任研修の不参加が常態化
し、集中的なフォローを行う必要のある事
業所には受講勧奨を行う取組みを続け、調
査の適正化に必要な知識の普及を図る。
調査内容の平準化を推進するため、今後も
ｅラーニングの普及に取り組んでいく。

第７期介護保険事業計画に記載の内容

給付適正化
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第７期介護保険事業計画 介護給付適正化の「取組と目標」に対する自己評価（令和元年度実績分） 資料３－別紙２

区分 取組内容 現状と課題
第７期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

実施内容 自己評価結果 課題の解決に向けた質の評価 課題と対応策

R１年度（年度末実績）第７期介護保険事業計画に記載の内容

給付適正化

「縦覧点検・医療情報との突合」

○縦覧点検
　利用者ごとに複数月にまたがる介護
報酬の支払い状況を確認し、提供され
たサービスの整合性などを点検するこ
とで、請求内容の誤りなどを早期に発
見して適切な処置を行う。

○医療情報との突合
　国民健康保険等の入院情報と介護保
険の給付情報を突合することで、医療
と介護の重複請求の排除等を図る。

【現状】
取組目標が、未実施の点検項目について
処理方法を検討・実施し、点検件数を増や
す目標となっており、医療情報との突合を
優先して着手している状況である。

【課題】
縦覧点検はデータ数が多く、効率的に実施
していくための方法について検討している
段階となっている。

医療情報との突合については、着実に継
続し、縦覧点検については、これまでの検
討内容を踏まえて、活用方法を定めてい
く。

縦覧点検について、効率的な実施方法の
検討を進め、国民健康保険団体連合会か
ら提供される帳票のうち、処理可能な帳票
を活用し、本計画期間中に着手する。

○縦覧点検実施状況
3種類の帳票について点検を実施した。（点
検件数183件）
○医療突合実施状況
（点検件数164件）

自己評価結果【◎】

医療情報との突合を継続しながら、縦覧点
検についても、帳票を活用し、開始すること
ができた。

昨年度と比較し、同じ帳票において誤りが
発生する件数が減少していることから、区
から通知を行った事業所が適正な請求を
行うようになるなど、縦覧点検による効果
が出てきていると思われる。

＜課題＞
未着手の帳票や縦覧区分があることや、業
務量が増えている中、今後においても継続
して実施していく必要がある。

＜対応策＞
平成30年度より実施している内容を継続し
て行う。また、可能な範囲で、未着手の帳
票や縦覧区分の点検について検討する。

給付適正化

「介護給付費通知」

利用者負担額と給付費通知の金額を確
認することや、利用者（及び家族等の
介護者）に対して適切なサービス利用
及び介護保険制度の仕組みについての
普及啓発を行うことにより、事業者に
よる不正な給付を防止・抑制する。

【現状】
給付サービスの利用者への給付費通知と
併せて、平成28年度から開始した総合事業
の利用者についても、平成29年度から給付
費通知を発送し、利用者への周知に努め
ている。

【課題】
給付費通知を発送しても、受け取った利用
者が進んで自己の支払額と比較している
かの確認を取る方法がない。1人でも多くの
利用者に確認していただけるよう、説明文
をわかりやすくして確認作業を促していく必
要がある。

介護サービスを利用した方に対して、２カ月
分の給付費の内訳を郵送し、内容を確認し
ていただくことにより、事業者への給付が適
正に行われているかの確認と利用者自身
の受けているサービス内容についての理
解を深めていただけるように取り組む。

利用者にとってわかりやすい案内文の作成
やホームページへの内容の掲載等により
周知を徹底することで、利用者の理解度の
向上を図り、ひいては事業者の不正な給付
の抑止へつなげていく。

○給付費通知に同封する案内文を大幅に
改定した。給付費通知発送の目的が分か
りにくいという点を解消するため、他自治体
の通知を参考にして、見出しの文言を変更
し、目的が分かりやすい案内文を作成し
た。

○給付費通知発送により、想定される質問
について担当係内で共有し、事業所からの
請求データと実際の支払金額が異なる場
合は、直接事業所に確認をするよう案内を
徹底した。

自己評価結果【△】

○発送件数
14,786件（令和元年9月・10月サービス提供
分）

実際の支払額・利用回数と事業所からの請
求内容が異なる旨の問い合わせがあった
場合には、直接事業所に確認するよう案内
した。
また、同封の案内文についても利用者に
とって見やすく、分かりやすい内容に努め
た。
しかし、発送後の問い合わせ内容について
は特に記録をしていなかった。

課題に対して担当係員全員で検討する環
境があることは強みである。
毎回評価測定し、分かりやすい案内をでき
るように努める。

＜課題＞
給付費通知を受け取った利用者が実際の
支払金額と請求内容を比較しているかの
確認方法がないため、確認作業を促してい
く必要がある。また介護保険制度の改正等
を周知する機会と考え、記載内容を改善す
る必要がある。

＜対応策＞
通知発送後の問い合わせ内容を記録し、
担当係内で意見交換を行うことで、給付費
通知書の活用状況を確認し、疑問点を把
握したうえで、より分かりやすい通知になる
よう工夫する。

給付適正化

「給付実績の活用」

不適切な給付や事業者を発見し、適正
なサービス提供と介護費用の効率化、
事業者の指導育成を図るために、給付
実績を活用する。

【現状】
国民健康保険団体連合会から提供される
帳票や２次加工情報も活用しながら、実地
指導及びケアプラン点検の対象を抽出して
いる。

【課題】
国民健康保険団体連合会から提供される
帳票等、給付実績データが複数あるため、
実地指導等で参考にする中で活用しやす
い帳票について検討していく必要がある。

給付実績から必要なデータを抽出し、ケア
プラン点検及び実地指導の事業所選定に
活用していく。また、随時、活用帳票の拡大
及び見直しをしていく。

給付実績データから必要なデータを抽出
し、そのデータを活用した実地指導やケア
プラン点検の対象事業所の選別を引き続き
実施し、活用帳票の拡大を検討する。ま
た、ケアプラン点検では、抽出対象となった
ものでも指導を目的としていないことを意識
し形式的な点検とならないようにする。

○給付実績の活用状況
ケアプラン点検及び実地指導の際に給付
実績を活用して、事業所の状況を確認し
た。

自己評価結果【△】

事業所の状況の確認に活用し効率的に実
施することができたが、不適切な給付や事
業所の発見までには至らなかったため。

不適切な給付や事業所の発見に有効な給
付実績のデータの活用方法について検討
をしていく必要がある。

＜課題＞
必要なデータの分析・整理について引き続
き検討が必要である。

＜対応策＞
国保連の研修への参加、他区の状況等を
参考にしつつ、効率的・効果的な活用方法
を検討する。
また、区分支給限度基準額に対する利用
割合の高い居宅介護支援事業所に対する
ケアプラン点検を検討する。
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